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第１５回 八代地域審議会会議録 

開催日時 平成２２年６月２８日（月） １０：００～１２：００ 

開催場所  本庁５階大会議室 

■ 出席委員 会 長 一川 誠一 委 員 徳田 武治 委 員 米田 常男 委 員 大林 凌 〃 橋本 由美子   〃 久保田 健嗣 〃 松浦 ゆかり   〃 篠原 經士 〃 吉田 明子   

■ 欠席委員 副会長 山中 タミ子 委 員 草部 史考 委 員 福岡 大造 

■ 出席職員 

役 職 氏 名 役 職 氏 名 

企画振興部次長 松永 松喜 地域振興課主査 村上 修一 

企画振興部次長 畑中 一喜 地域振興課主任 井戸 康雄 

地域振興課長 松本 浩 地域振興課主任 萩本 誠子 

■ その他の出席 

役 職 氏 名 役 職 氏 名 障がい福祉課長補佐 中田 利一郎 障がい福祉課係長 稲本 京子 子ども家庭課長 松村 浩 子ども家庭課係長 時枝 秀一郎 

■ 傍聴者 

一般傍聴者  ０名 報道機関  ０名 

■ 協議事項 

①平成２２年度主要事業について 

②住民自治によるまちづくりの推進について 

③第 2次八代市地域福祉計画について（障がい福祉課付議） 

④次世代育成プランについて（子ども家庭課付議） 

⑤その他 

■ 議事録 

（事務局） 

 皆さん、おはようございます。本日は、ご多忙のところご出席いただきまして

誠にありがとうございます。これより、「第１５回八代地域審議会」を開催いた

します。本日は１２名の委員の中で９名のご出席となり、委員の２分の１以上の

ご出席を得ておりますので、地域審議会の設置に関する事項の第７条第３項によ 
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り、本日の審議会が成立しますことを報告させていただきます。 

先ず始めに、一川会長からご挨拶を賜りたいと思います。 

（一川会長） 

  ※ 会長挨拶 ※ 

（事務局） 

ありがとうございました。それでは早速、協議事項に入っていきたいと思いま

す。地域審議会の設置に関する事項の第７条第４項に「審議会の議長は、会長が

務める。」と規定してありますので、これから先は、会長に会議を進めていただ

きたいと思います。どうぞ宜しくお願いします。 

（会長） 

 それでは、審議に入って行きたいと思いますが、本日企画振興部次長がお越し

ですので、ここでご挨拶をいただきたいと思います。 

（次長） 

※ 次長挨拶 ※ 

（会長） 

ありがとうございました。それでは早速審議に入ってまいります。先ずは議題

１の、平成２２年度主要事業について。事務局、説明をお願いします。 

（事務局） 

 

 ＜地域振興課 説明＞ 

 

（会長） 

 はい、ありがとうございました。ただいまの説明について、ご意見等何でも結

構でございますので、宜しくお願いします。 

（委員） 

 資料３ページに重点プロジェクト２の人が集まるまちプロジェクトで中心市

街地活性化事業とありますが、いわゆる中心地アーケードに関するハード事業は

入っているのですか。 

（事務局） 

 下に書いてある事業には全く当てはまりません。日奈久地区の活性化事業がメ

インとなります。 

（委員） 

 中心市街地は何もしない、できないという意味ですか。新幹線プロジェクトは

市としてはもう終わっているのでないですか。 

（事務局） 
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市は新駅付近の道路、公園などのハードの整備をして、商業施設については民

間の活力を導入するという考えです。 

（会長） 

 そういう整備をする前に、避難場所を作らないといけないという話の説明があ

ればよかったのです。皆、この事業で中心市街地が活性化できると期待していた。

日奈久ＩＣの案内板の設置についても、今日から高速が無料化になるため交通量

が減ってくる。もう少し早かったらわかるけれども今から案内板を立てても意味

がない。高速では二見が一番影響を受けています。味の嵯峨もなくなったし。今

から金をかけて看板たててもどうにもならない。民間は常に３年先とかを見据え

ています。 

 柔道も同じです。柔道はマイナーなスポーツでしょ。マイナーだから見に来る

のは関係者くらいですよ。マイナーなスポーツで人を集めるのは非常に難しい。 

（事務局） 

日奈久活性化事業は日奈久のＪＲＡの誘致と５ｈａの公園の二つの柱で活性

化しようという計画でございます。確かに西回り自動車道が無料化になったの

で、日奈久に降りるのは目的のある人だけになるかと思いますが、利用客の増員

を皆さんに知恵をお借りしながら一緒に考えていきたいと思います。 

（委員） 

私は福岡みたいにおしゃれなもって行き方がいいんじゃないかと思います。広

い公園はできたけれど女性が楽しめるものがないです。食事とか女性が遊べると

ころを作るというようにおしゃれにもっていくとよいのではないでしょうか。 

（事務局） 

おっしゃる通りグレードを上げるためにはグルメとかそういうものは必要だ

と思います。今後企画の方と検討していきたいと思います。 

（委員） 

観光振興計画策定とありますが、予算をかけずにアイディアを出してできるこ

とがあるのではないですか。例えば２時間で回れるコースとか、３時間のコース

とか、一日コースとかいった観光計画は市は作っているのですか。この前知人と

松浜軒へ行きました。広くてきれいに整備されてきたなと思いましたが、奥に進

むと幕が破れていたり、隅の方に行くともうだめです。手入れにはそう予算もか

からないと思います。 

八代市のＣＭを作るということですが、スポット街で金をつぎ込んで流すので

はないですか。スポット街で金をかけなくても、よいアイディアでできることが

あるのではないですか。資料の３ページに日奈久のツアー助成とありますが、コ

ースの計画はあるのですか。そういったことを市のどこがやるのかを聞きたいの
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です。 

（事務局） 

ＣＭ、パンフレットの作成は、地域振興課でやっておりますが、人の多く集ま

る博多などで、メディアを利用したＰＲも重要ではないかと思っております。観

光の拠点としては、日奈久・泉・それから五家荘がメインかと思いますが、おっ

しゃる通りできるだけお金をかけずにやるということが原則でございます。 

（委員） 

テレビなどの番組は効果的だと思うが、観光コースはどうなのですか。 

（事務局） 

非常に必要であると思います。観光振興課と協議をしていきます。 

（委員） 

 「ごろっとやっちろ」を皆さんご存知ですよね。最近、県外からもかなりの人

が見ていて八代は面白いねと注目を浴びてきています。まず市民の皆さんが八代

を好きだと思う気持ちをもってもらうのが大事だと思います。そういう気持ちを

つなげるのを市がすればいいと思います。ネットワークを作るとかですね。 

（委員） 

 行政がお金がないのはわかっているから、市民の力を使って外にアピールする

のはよいと思います。 

（会長） 

熊本市のタクシー会社では、運転手に試験を受けさせて、合格すれば給料をア

ップさせるシステムを取っています。 

（委員） 

大きいことは市がやって、市民、企業や事業所も含みますが努力が足りない。

マックスバリュができてアーケードは衰退しています。アーケードは努力が足り

ません。行政におんぶにだっこになっています。バス路線をアーケードに通すこ

とだと思います。 

（会長）バスはアーケード・中央商店街が拒否したのです。タクシーもバスも入

れないという決断をされた。タクシーのコースガイドもよいですが、新駅で待っ

ていても２時間に一人くらいしか客が来ないのです。 

日奈久がかわいいというなら、日奈久にまず宿泊客をとめなければ。旗でも作っ

てスポーツで呼び込んで。日奈久はやる気がないというけれども、そういう人に

旅館に入ったことはありますか、食事をしたことはありますかと聞くとないと言

う。 

（会長） 

日奈久の問題については長くなるようですので、次回ゆっくりお願いします。そ
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れでは次に、議題２、住民自治によるまちづくりの推進について。事務局、宜し

くお願いします。 

（事務局） 

 

 ＜地域振興課 説明＞ 

 

（会長） 

 はい、ありがとうございました。ただいまの説明について、ご意見等何でも結

構でございますので、宜しくお願いします。 

（会長） 

住民自治はしないといけないものですか。した方がいいのですか。 

（事務局） 

 政策決定していますので、市は推進しています。これはしていかないといけな

いものです。 

（会長） 

 皆さんに聞きますが、幼稚園とか小学生の子どもが公民館に行ったことはあり

ますか。PTA の役員をしていた時は行っていたが、最近では余り行ったことが

ないですよ。 

（委員） 

 校区の祭りとかいろんな講座とか、公民館とか関係者の人たちは世代間交流で

頑張っていますよ。まず祭りとか行ってみないと言えないんじゃないですか。 

（会長） 

 地域のまちづくりについては余り情報が入って来ない。 

（委員） 

 市報に載っていますよ。 

（委員） 

こういうのがありますよという広報のしかたが足りないんじゃないですか。 

（委員）市報にも回覧板にも載っていますよ。先ず知ろうとすることが大事だと

思います。 

（委員） 

 回覧板とか見る人は全部１枚１枚丁寧に見られます。でも見ない人は見ない。

個人差があります。 

（委員） 

 皆が意識すればよいけども、行事があるからと寄付のお願いには来られます

が、特段来てくださいということもないですよ。金は出すが顔も口も出さない、
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ということです。 

しかし住民自治は待ったなしで進みますからね。住民説明会があるので、行った

方がいいとは思うけど、行かない人が多いと思いますよ。 

（委員） 

 これからは無関心では済まない時代がくるということです。例えば、今度の組

織づくりから老人会は外すのですか。その場合補助金はどうなりますか。 

（事務局） 

老人クラブの会員さんにも、健康づくりの一環として是非参加してもらいたい

と思っています。老人クラブの活動補助金については補助金統合に一切入れてい

ません。 

（委員） 

 それが一番困るのですよ。金は別で、体だけ一緒というのは困るのです。 

（委員） 

 金は別、体だけ一緒といっても、後では必ずちょっと頂戴よ、という話になる

のです。 

（事務局） 

 老人会は目的補助金なので、補助金統合が難しい。老人クラブ会員独自の趣味

講座などに使うことになっています。 

（委員） 

 例えば、民生委員は別枠でもらっていますが、地域の人のために頑張っていま

す。 

（委員）社協には世帯会費 200円も入ってきます。 

（委員）資料５ページに推進体制の説明が載っていますが、行政窓口が一本化と

か、地域アドバイザーを置くとか、担当職員を置くとか、当初聞いた時よりも大

分整理されました。 

（委員） 

 モデル地域については何か決まっているのですか。どのように決めていかれる

のですか。 

（事務局） 

 モデル地域についてはまだ白紙です。２１校区の説明会が済んでからいろんな

意見を聞いて決めていきたい。地域バランスを見て、例えば山間部から一つとか、

平野部から一つとか、そういう地域バランスと、あとは地域のやる気も必要だと

思います。 

（委員） 

 総社教を中心にするとしても旧町村にはないですが、どう調整するのですか。 
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（事務局） 

 旧八代地域では総社教を進展させていただいて、旧町村には校区福祉会という

のがありますから、それを中心にされてもいいかなと思います。 

（委員） 

 住民説明会といっても、来ない人は委任状を取るとか、なるだけ人が多く集ま

るようにしないと。 

（委員） 

 議員の方たちは勉強会はしておられるのですか。 

（事務局） 

 個別にはしていませんが、議会では総務委員会へご説明をしています。 

10月からは町内会単位の説明会も予定しています。 

（委員） 

 この前の祭りの予算カットでは予想以上に反響が盛り上がっています。 

そうならないように議員さんは勉強しておいてもらわないと困るのですよ。 

（事務局） 

 議員さんも地域での説明会に出席してもらえればと思います。また、要請があ

れば事業所単位とかでも説明に行きますので、利用してもらえば早く理解ができ

ると思います。 

（事務局） 

 これまで社協の方々と一緒に勉強会を開いてきています。幹部、理事会でも意

見交換をさせていただいています。 

 当初、校区福祉会が構成メンバーに入るか入らないかについては、それぞれの

地域でご判断されてはどうかと提案していましたが、最近は地域でバラバラでは

よくないので、市の施策に合わせていくべきとの基本的な方針は決められたよう

です。 

（会長）  

それでは住民自治についてはこの場では終わりとします。それでは次に、議題

３、「第 2次地八代市域福祉計画について」です。事務局、宜しくお願いします。 

（事務局） 

 

 ＜障がい福祉課 説明＞ 

 

（会長） 

 はい、ありがとうございました。ただいまの説明について、ご意見等何でも結

構でございますので、宜しくお願いします。 
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（委員） 

４・５ページに載っている身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳

３つともに、平成２０年度は１８・１９年度に比べて急に増えていますが、何か

認定の規制の緩和とかがあったのですか。 

（事務局） 

 身体障害者は６５歳以上の高齢者が約７０パーセントであることと、療育手帳

について、以前は社会的理解が低く隠したいという家族が多かったが、今はある

年齢になったら取るという人が多くなっています。精神についてはこれまでは入

院が多かったんですが、平成１８年に障害者自立支援法が施行されたことにより

増えたということが考えられます。  

（会長） 

 他にないですか。それでは時間も押しておりますが最後の議題４、「次世代育

成プランについて」です。 

事務局、宜しくお願いします。 

（事務局） 

 

＜子ども家庭課 説明＞ 

 

（会長） 

 はい、ありがとうございました。ただいまの説明について、ご意見等何でも結

構でございますので、宜しくお願いします。 

（会長） 

 特段ないようです。では最後に、事務局から。 

（事務局） 

 次回の開催でございますけれども、まだ確定しておりませんので、改めてご案

内申し上げようと思っております。 

 また、本日はいろいろなご意見をいただきまして、早速私たちもこれからの事

業計画を進める上で、また市の行政を進める上で、今日のご意見を取り入れなが

ら取り組んでまいりたいと思います。本日は大変ありがとうございました。 

（会長） 

それではどうもお疲れさまでした。 
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